
申申し込み　問問い合わせ

軽
減
措
置
が
変
更
に
な
り
ま
し
た

　

本
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
軽
減
措
置
が
左
表
の
と
お
り
変

更
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
職
場
の

健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
で
あ
っ

た
人
（
国
民
健
康
保
険
や
国
民
健
康

保
険
組
合
は
除
く
）
は
加
入
か
ら
２

年
間
は
均
等
割
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま

す
（
所
得
割
は
賦
課
さ
れ
ま
せ
ん
）。

保
険
料
率
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
早
期
加
入

　

65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
一
定
の
障

害
が
あ
る
人
は
、
申
請
が
認
め
ら
れ

る
と
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
前
に
、

後
期
高
齢
者
医
療
へ
任
意
加
入
で
き

ま
す
。
自
己
負
担
割
合
は
１
割
か
３

割
で
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
９
５
５

災
害
遺
児
手
当
を
支
給
し
ま
す

　
　
　
　
　

　

交
通
事
故
や
労
働
災
害
で
父
や
母

を
亡
く
し
た
義
務
教
育
修
了
前
の
児

童
を
扶
養
し
て
い
る
保
護
者
に
、
災

害
遺
児
手
当
を
支
給
し
ま
す
。
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
次
の
全
て
を
満
た
す
児
童
の

親
権
者
や
そ
れ
に
代
わ
る
立
場
の
人
。

❶
生
計
の
中
心
で
あ
る
父
母
や
こ
れ

に
準
じ
る
人
が
、
交
通
事
故
や
労
働

災
害
で
死
亡
し
た
か
重
度
障
害
状
態

に
な
っ
た
❷
児
童
を
扶
養
し
世
帯
が

同
じ
❸
本
市
在
住
で
住
民
票
に
記
載

さ
れ
て
い
る

支
給
月
額
＝
遺
児
１
人
当
た
り
３
，

５
０
０
円

用
意
す
る
物
＝
印
鑑
、
戸
籍
謄
本
、

保
護
者
名
義
の
預
金
通
帳
、
原
因
の

事
故
や
労
働
災
害
を
証
明
す
る
書
類

（
障
害
の
場
合
は
そ
の
程
度
を
証
明

す
る
書
類
）
な
ど

申
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
内
子
育
て
支

援
課
（
☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７

０
１
）
へ
直
接

漏
水
調
査
を
市
内
全
域
で
実
施

　

市
内
全
域
で
漏
水
調
査
を
実
施
。

水
道
局
の
名
札
を
着
用
し
た
職
員
が
、

水
道
本
管
か
ら
水
道
メ
ー
タ
ー
ま
で

の
給
水
管
を
調
査
し
ま
す
。
ま
た
、

夜
間
（
22
時
〜
３

時
）
に
は
道
路
上

の
水
道
本
管
を
調

査
し
ま
す
。

期
日
＝
４
月
中
旬

〜
平
成
32
（
２
０

２
０
）
年
３
月
下
旬

問
水
道
整
備
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
３
０
３
３

は
か
り
の
定
期
検
査
を
委
託

　

本
年
度
か
ら
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
民
間
委
託
し
ま
す
。
委
託
先

は
県
計
量
協
会
（
下
大
島
町
81
‐
13
・

☎
０
２
７
‐
２
６
３
‐
８
２
１
７
）
で

す
。
す
で
に
定
期
検
査
を
受
け
て
い

る
人
に
は
従
来
ど
お
り
案
内
が
届
き

ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
１
２
‐
３
２
６
０

相
談
窓
口
が
ベ
ト
ナ
ム
語
に
対
応

　

市
役
所
２
階
外
国
人
相
談
窓
口
で

は
、
４
月
か
ら
英
語
、
中
国
語
、
ス

ペ
イ
ン
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
加
え

て
、
ベ
ト
ナ
ム
語
で
の
対
応
を
開
始

し
ま
す
。
窓
口
開
設
時
間
は
電
話
で

の
相
談
も
で
き
ま
す
。

開
設
日
時
＝
毎
週
月
曜
13
時
〜
17
時
、

毎
週
木
曜
９
時
〜
13
時

専
用
電
話
番
号
＝
０
２
７
‐
８
９
８
‐

５
９
６
５

問
文
化
国
際
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
５
１
６

区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
改
選

　

六
供
土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員

の
任
期
満
了
に
伴
い
、
新
し
い
委
員

の
選
挙
を
行
い
ま
す
。

選
挙
期
日
＝
７
月
７
日
㈰

選
挙
さ
れ
る
委
員
数
＝
15
人

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
と
異
議
の
申
し

出
＝
５
月
８
日
㈬
〜
21
日
㈫
に
市
役

所
区
画
整
理
課
で

立
候
補
届
の
受
け
付
け
＝
５
月
28
日

㈫
〜
６
月
６
日
㈭
に
同
課
で

●
選
挙
人
名
簿
の
登
録
手
続
き

　

選
挙
人
名
簿
を
確
定
す
る
た
め
、

対
象
者
は
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
・
提
出
書
類
＝
〈
未
登
記
の
借

地
権
が
あ
る
人
〉
４
月
23
日
㈫
ま
で

に
借
地
権
の
申
告
〈
共
有
の
所
有
権

（
借
地
権
）
が
あ
る
人
〉
５
月
21
日

ま
で
に
代
表
者
選
任
通
知
〈
土
地
所

有
者
（
借
地
権
者
）
が
死
亡
し
て
い

る
土
地
の
相
続
人
〉
５
月
21
日
ま
で

に
相
続
の
届
け
出
と
相
続
人
代
表
者

選
任
通
知

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
１
２

コ
ン
ビ
ニ
証
明
交
付
が
休
止
に

　
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、

４
月
17
日
㈬
は
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー

ビ
ス
を
停
止
し
ま
す
。
詳
し
く
は
本

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
１
４

無
料
入
浴
券
と
は
り
割
引
券
交
付

　

来
年
３
月
31
日
㈫
ま
で
使
え
る
公

衆
浴
場
無
料
入
浴
券
と
、
は
り
・
き

ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
割
引

券
の
交
付
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

な
お
、
昨
年
度
利
用
者
に
は
郵
送
し

ま
す
の
で
申
請
は
不
要
で
す
。

●
公
衆
浴
場
無
料
入
浴
券

対
象
＝
一
人
暮
ら
し
の
65
歳
以
上
（
昭

和
30
年
３
月
31
日
以
前
生
ま
れ
）

交
付
数
＝
１
人
36
枚

指
定
公
衆
浴
場
＝
成
田
湯
（
三
河
町

一
丁
目
）、
利
根
の
湯
（
紅
雲
町
一
丁

目
）、
松
の
湯
（
朝
日
町
二
丁
目
。
現

在
休
業
中
）

●
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
サ 

ー
ビ
ス
割
引
券

対
象
＝
70
歳
以
上
（
昭
和
25
年
３
月

課
、
総
合
福
祉
会
館
内
社
会
福
祉
協

議
会

対
象
＝
身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
す

る
聴
覚
障
害
者
で
手
話
通
訳
者
を
必

要
と
す
る
人

用
意
す
る
物
＝
身
体
障
害
者
手
帳
、

印
鑑

問
同
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
１
１

（
フ
ァ
ク
ス
０
２
７
‐
２
２
３
‐
８

８
５
６
）

身
体
障
害
者
補
助
犬
に
理
解
を

　

補
助
犬
と
は
目
や
耳
、
手
足
に
障

害
が
あ
る
人
の
生
活
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
盲
導
犬
や
聴
導
犬
、
介
助
犬
の
こ

と
。
訓
練
を
受
け
た
マ
ナ
ー
を
守
れ

る
犬
で
、
障
害
者
の
自
立
と
社
会
参

加
に
欠
か
せ
な
い
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。

公
共
交
通
機
関
や
飲
食
店
、
病
院
な

ど
で
は
補
助
犬
の
同
伴
を
受
け
入
れ

る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
犬
と
い
う
理

由
で
受
け
入
れ
を
拒
ま
ず
、
社
会
の

仲
間
と
し
て
受
け
入
れ
を
。
見
掛
け

た
ら
、
見
つ
め
た
り
触
っ
た
り
し
て

気
を
引
く
行
為
を
し
な
い
で
く
だ
さ

い
。
補
助
犬
を
連
れ
た
人
が
困
っ
て

い
た
ら
優
し
く
声
を
掛
け
ま
し
ょ
う
。

問
障
害
福
祉
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
１
１

（
フ
ァ
ク
ス
０
２
７
‐
２
２
３
‐
８

８
５
６
）

奨
学
金
で
学
生
を
応
援
し
ま
す

　

学
び
た
い
学
生
を
支
援
す
る
た
め

に
奨
学
金
制
度
が
あ
り
ま
す
。
貸
与

月
額
は
、
国
・
公
立
の
学
校
に
進
学

し
た
場
合
が
１
万
２
，
０
０
０
円
、

私
立
学
校
に
進
学
し
た
場
合
は
１
万

８
，
０
０
０
円
で
す
。

対
象
＝
市
内
在
住
で
次
の
全
て
を
満

た
す
高
校
か
高
専
・
専
修
学
校
の
高

等
課
程
に
在
学
の
人
、１
人（
選
考
）。

❶
経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困
難
❷

他
の
育
英
か
奨
学
金
の
貸
与
・
給
与

を
受
け
て
い
な
い
❸
学
業
優
秀
な
ど

貸
与
期
間
＝
４
月
か
ら
卒
業
ま
で

（
最
短
修
業
年
限
）

返
還
期
間
・
方
法
＝
卒
業
後
６
カ
月

か
ら
10
年
間
、
年
４
期
。
無
利
子
、

一
括
・
繰
り
上
げ
返
還
も
可
。
大
学
・

短
大
な
ど
上
級
学
校
へ
進
学
し
た
場

合
は
、
在
学
期
間
の
返
還
延
期
が
で

き
ま
す

申
４
月
19
日
㈮
ま
で
に
在
学
す
る
各

高
校
な
ど
へ　

問
学
校
教
育
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
１
５

31
日
以
前
生
ま
れ
）

交
付
数
＝
１
人
７
枚

費
用
＝
施
術
ご
と
に
１
，
５
０
０
円

を
自
己
負
担
。
出
張
施
術
は
別
途

申
長
寿
包
括
ケ
ア
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
３
４
へ

納
税
通
知
書
が
届
き
ま
す

　

本
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
納
税
通
知
書
を
４
月
中
旬
に

発
送
。
納
税
通
知
書
に
は
、
税
額
、

納
期
、
課
税
明
細
な
ど
を
記
載
し
て

い
ま
す
。
な
お
、
住
所
な
ど
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合
や
課
税
の
内
容
に
気

付
い
た
点
が
あ
る
と
き
は
、
同
封
の

ハ
ガ
キ
に
記
入
し
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

問
資
産
税
課　

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
１
６

緊
急
時
の
手
話
通
訳
者
名
簿
配
布

　

聴
覚
障
害
者
の
急
病
や
事
故
な
ど

の
と
き
に
現
場
に
赴
き
、
意
思
疎
通

を
支
援
す
る
緊
急
時
手
話
通
訳
者
の

名
簿
を
配
布
し
ま
す
。
昨
年
度
交
付

を
受
け
た
人
は
交
換
に
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

期
日
＝
５
月
31
日
㈮
ま
で

配
布
場
所
＝
市
保
健
所
内
障
害
福
祉

く
ら
し
の
情
報

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

元
気
21
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー　
　
　
　
10
時
〜
19
時

窓 口
業務時間

お
知
ら
せ

軽減対象になる前年の所得金額

軽減割合 変更前 変更後

均等割額
５割

基礎控除33万円＋
27万5,000円×世
帯の被保険者数以
下

基礎控除33万円＋
28万円×世帯の被
保険者数以下

均等割額
２割

基礎控除33万円
+50万円×世帯の
被保険者数以下

基礎控除33万円
+51万円×世帯の
被保険者数以下

本紙３月15日号４ページに掲載した、市内名所・施設マップ内の「富士見温泉」の位置
に誤りがありました。正しくは馬事公苑の西に位置します。お詫びして訂正します。

※所得は被保険者と世帯主の合計所得
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